
さいたま市選挙管理委員会告示第１８号 

令和８年３月１５日執行のさいたま市議会議員補欠選挙（中央区）における公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第１９４条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額を１人につき次のよ

うに定める。 
令和８年３月６日 

さいたま市選挙管理委員会委員長  野 﨑  正   
 
 

選挙区 金  額 
中央区 ６，２９０，８００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選挙管理委員会事務局選挙課 
告示期間の期限日（３月２０日まで） 


